
 

 

事 務 連 絡  

令

令和４年 ８月２９日 

保護者各位 

                                                                       宗像市教育委員会 

 

宗像市立学校における出席停止の取扱いの変更について 

 

 

日頃より、本市教育活動へのご理解とご協力ありがとうございます。  

宗像市立学校においては、新型コロナウイルス感染症を防ぐ観点から、熱中症に注意しながらも感染症対策を講

じて教育活動を継続してまいります。ご家庭におかれましてもこれまで同様、お子さんの健康観察や体調不良時の自

宅待機等について、ご協力をお願いします。 

 

さて、本市では、保健動向等を踏まえ、自宅待機（出席停止）方針について、別紙のとおり変更します。 

 

また、ＰＣＲ検査等を受検し、土曜日・日曜日・祝日等に陽性が判明した場合、学校休業日明けの平日に直接学校

にご連絡いただきますようあわせてお願いします。 

 

保護者の皆様におかれましては、今後とも、児童生徒の学びの継続と感染予防及び感染拡大防止に向けて、ご理

解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

宗像市教育委員会（教育政策課） 

電 話：０９４０－３６－５０９９ 



 

感染者等による出席の判断について（令和４年８月２９日より適用） 

場合 本人の登校 備考 

本人 

① 発熱等の発症からの陽性 × 
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後

72時間経過した場合、出席停止解除 

② 濃厚接触者認定からの陽性 × 

検体採取日の翌日から１０日間経過し、かつ、

症状軽快後72時間経過した場合、出席停止解

除 

③発熱等の症状があるが 

ＰＣＲ陰性 
× 症状が改善するまでは出席停止 

④濃厚接触者認定からの 

ＰＣＲ陰性 
× 

感染者と最後に接触した翌日から５日間出席

停止（★） 

⑤濃厚接触者に認定されるも 

ＰＣＲを受検しない場合 

（本人無症状） 

× 
感染者と最後に接触した翌日から５日間出席

停止（★） 

⑥発熱等の症状がある 

（ＰＣＲを受検しない） 
× 症状が改善するまでは出席停止 

⑦無症状でPCRを受検し、陽性 × 

【無症状が継続した場合】 

※検体採取日の翌日から、７日間出席停止 

【途中で発症した場合】 

※①に準ずる 

同 居

家族 

⑧同居家族が陽性 × 
感染者と最後に接触した翌日から５日間出席

停止（★） 

⑨同居家族に行政検査や勤務先による定

期的な検査を受ける 
〇 感染疑いがあるわけではないという判断 

⑩同居家族が濃厚接触者 〇 
濃厚接触者の濃厚接触者は存在しないという

判断 

⑪家族に未診断の発熱等の症状がある

が、本人が無症状 
〇 本人に症状がある場合には、⑥参照 

⑫学級閉鎖になった学級に属する児童生

徒のきょうだい 
〇  

※ 下線部が令和４年７月４日発出文書からの変更点 
※ ＰＣＲ検査は抗原検査等を含む。 
※ 「症状軽快後」とは，解熱剤を使用せずに解熱しており，呼吸器症状が改善傾向である場合 
※ ★は感染者が同居家族の場合には、感染判明後、家庭内で感染対策（マスク着用、消毒、換気
等）を講じる必要がある。 

※ 上記については、保健所の判断が優先される。 

※ 上記に関わらず、保護者の不安等で出席をしない場合には出席停止扱いとする。 

別 紙 


